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○姫路市手話言語条例 

平成２８年１２月２０日 

条例第７６号 

手話は、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物

事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識

を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。 

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用す

ることができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得る

ことやコミュニケーションをとることができず、多くの不便や不安を感じながら生活して

きました。 

こうした中、平成２３年には障害者基本法が改正され、手話は言語として位置付けられ

ました。平成２８年４月には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、

令和６年４月からは、事業者による合理的配慮の提供が義務付けられました。また、令和

７年６月には、他の関係法律による施策と相まって手話に関する施策を総合的に推進する

ことを目的に、手話に関する施策の推進に関する法律が施行されました。これらの法整備

により、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会（共

生社会）の実現がより強く推進されるようになりました。しかしながら、手話に対する理

解の広がりを未だ感じる状況には至っていません。 

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広げ、相互に地域で支え合い、

安心して暮らすことのできるまちを目指し、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図

るとともに、手話を使用しやすい環境を構築し、障害者の社会的障壁の除去に寄与する

ことによって、全ての市民が障害の有無にかかわらずお互いに人格と個性を尊重し合い

ながら共生し、安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営

む聴覚障害者をいう。 

２ この条例において「社会的障壁」とは、ろう者にとって日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

３ この条例において「合理的配慮」とは、ろう者が現に社会的障壁の除去を必要として
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いる旨の意思の表明があった場合において、ろう者の権利利益を侵害することとならな

いよう、当該ろう者の性別、年齢及び障害の状態に応じて行う必要かつ適切な現状の変

更又は調整であって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。 

４ この条例において「事業者等」とは、市内において事務又は事業を行う事業者（障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第２条第７号

に規定する事業者をいう。）その他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話

によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者及びろう者以

外のものが、相互に人格と個性を理解し尊重することを基本として行わなければならな

い。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話

に対する市民の理解を促進し、手話の普及及び手話が使用しやすい環境を整備するため

の施策を実施するものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努

めるものとする。 

（事業者等の役割） 

第６条 事業者等は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよ

う努めるとともに、手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供と働きやすい環

境づくりに努めるものとする。 

 （合理的配慮） 

第７条 市は、ろう者に対し、その事務又は事業を行うに当たり、合理的配慮を提供しな

ければならない。 

２ 市は、事業者等がろう者に対して合理的配慮を提供するに当たり必要な情報の提供、

相談及び助言をしなければならない。 

（施策の推進方針） 

第８条 市は、第４条の規定に基づき、次の各号に掲げる施策を、障害者基本法（昭和４

５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づき策定する市町村障害者計画の中に位

置付け、総合的かつ計画的に推進するものとする。 
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(1) 手話への理解の促進及び手話の普及のための施策 

(2) 手話により情報を取得する機会の拡大のための施策 

(3) コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備のための施策 

(4) 手話通訳者の確保及び養成のための施策 

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 

２ 市長は、施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴くた

め、これらの者との協議の場を設けなければならない。 

（学校における手話の普及） 

第９条 市は、学校教育の場において、基本理念にのっとり、手話に接する機会の提供そ

の他の手話に親しむための取組を通じて、手話への理解の促進に努めるものとする。 

２ 市は、学校教育の場において、手話が必要な児童生徒に対し、手話による学習支援に

努めるものとする。 

（事業者等への支援） 

第１０条 市は、事業者等が行う手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供と働

きやすい環境づくりのための取組に対し、助言を行うとともに支援に努めるものとする。 

（財政措置） 

第１１条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものと

する。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１０月６日条例第５７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


